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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】同一のガラス基板内の熱収縮率のばらつきを低
減するガラス基板製造方法を提供する。
【解決手段】複数のガラス基板をそれぞれシート体の間
に挟んだ状態で厚さ方向に積層したガラス基板の積層体
を載置台に載置する工程Ｓ３と、積層体をガラス基板の
面内方向外側から加熱することで、複数のガラス基板の
熱収縮率を低下させる熱処理工程Ｓ４と、を含み、積層
体の外周面であって、載置台に接触する接触領域と、載
置台に接触しない非接触領域との熱履歴が等しくなるよ
うに調整するガラス基板の製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作製されたガラス基板のアニーリング工程を含むガラス基板の製造方法であって、
　前記アニーリング工程は、
　複数のガラス基板をそれぞれシート体の間に挟んだ状態で厚さ方向に積層したガラス基
板の積層体を載置台に載置する工程と、
　前記積層体を前記ガラス基板の面内方向外側から加熱することで、前記複数のガラス基
板の熱収縮率を低下させる熱処理工程と、を含み、
　前記熱処理工程において、前記積層体の外周面であって、前記載置台に接触する接触領
域と、前記載置台に接触しない非接触領域との熱履歴が等しくなるように調整する、ガラ
ス基板の製造方法。
【請求項２】
　前記熱処理工程において、前記積層体および前記載置台の周囲の気体を加熱することで
前記積層体を前記ガラス基板の面内方向外側から加熱し、
　前記載置台の前記接触領域と接触する接触部の熱伝導率を、前記積層体および前記載置
台の周囲の気体の熱伝導率に近い値に調整する、請求項１に記載のガラス基板の製造方法
。
【請求項３】
　前記載置台の前記接触領域と接触する接触部は、ガラス繊維、ポリイミド繊維、アラミ
ド繊維、ステアタイト（ＭｇＯ・ＳｉＯ２）、ジルコニア（ＺｒＯ２）、コージライト（
２ＭｇＯ・２ＡｌＯ３・５ＳｉＯ２）から選ばれた一種、又は、それらの組合せからなる
、請求項１又は２に記載のガラス基板の製造方法。
【請求項４】
前記接触部と熱伝導率が等しい被覆部材で前記非接触領域を被覆する、請求項１～３のい
ずれか一項に記載のガラス基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、作製されたガラス基板のアニーリング工程を含むガラス基板の製造方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ディスプレイパネルの分野では、画質の向上のために画素の高精細化が進展して
いる。この高精細化の進展に伴って、ディスプレイパネルに用いるガラス基板にも寸法精
度が高いことが望まれている。例えば、ディスプレイパネルの製造工程中に、ガラス基板
が高温で熱処理されても寸法が変化しにくいように、熱収縮の小さいガラス基板が求めら
れている。
【０００３】
　一般に、ガラス基板の熱収縮率は、ガラスの歪点が高いほど小さくなる。また、ガラス
基板の熱収縮率は、ガラス基板の製造工程中の徐冷速度を小さくするほど小さくなること
が知られている。しかし、徐冷速度を小さくするとガラス基板の徐冷工程を行う徐冷炉を
長くする必要があるが、製造ライン上の徐冷装置を長くすることは困難である。
【０００４】
　そこで、製造ラインで作製された複数のガラス基板に対し、オフラインにおいて時間を
かけて熱処理を施すことで、熱収縮率をより低くすることが行われる。例えば、複数のガ
ラス板の間に紙を挟んだ状態で積層した積層体を所定の温度で所要時間保持することで熱
収縮率を低減するガラス板の処理方法が知られている（特許文献１）。この方法では、ガ
ラス基板の面内方向外側を断熱材で被覆した状態で積層体を炉内に入れ、面外方向から所
定の温度に加熱している。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－１５１２２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　複数のガラス板の積層体に対する熱処理をする際、載置台にガラス板とシート体とを交
互に載置することで載置台の上で積層体を作成し、積層体を載置台ごと熱処理を行う炉内
に搬送し、炉内で積層体および載置台の雰囲気を加熱することで、熱処理を施すことが考
えられる。しかし、載置台と雰囲気とで熱伝導率に差異があるため、積層体の外周面であ
って、載置台に接触する接触領域と、載置台に接触せずに雰囲気と接触する領域とで、熱
履歴に差異が生じ、同一の基板内で熱収縮率にばらつきが生じるという問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、複数のガラス板の積層体に対する熱処理の際に、同一のガラス基板
内の熱収縮率のばらつきを低減することができるガラス基板の製造方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様は、作製されたガラス基板のアニーリング工程を含むガラス基板の製造
方法である。
　前記アニーリング工程は、複数のガラス基板をそれぞれシート体の間に挟んだ状態で厚
さ方向に積層したガラス基板の積層体を載置台に載置する工程と、前記積層体を前記ガラ
ス基板の面内方向外側から加熱することで、前記複数のガラス基板の熱収縮率を低下させ
る熱処理工程と、を含む。
　前記熱処理工程において、前記積層体の外周面であって、前記載置台に接触する接触領
域と、前記載置台に接触しない非接触領域との熱履歴が等しくなるように調整する。
【０００９】
　ここで、熱履歴が等しいとは、室温から熱処理の最高温度までの温度上昇速度、最高温
度に維持される時間、最高温度から室温までの温度低下速度が等しいことをいう。ここで
「等しい」とは、一方と他方の比が０．９～１．１の範囲内であることをいう。
【００１０】
　前記熱処理工程において、例えば、前記積層体および前記載置台の周囲の気体を加熱す
ることで前記積層体を前記ガラス基板の面内方向外側から加熱する。そこで、前記載置台
の前記接触領域と接触する接触部の熱伝導率を、積層体および載置台の周囲の気体の熱伝
導率に近い値に調整することが好ましい。
　例えば、前記載置台の前記接触領域と接触する接触部の熱伝導率は、５Ｗ／ｍ・Ｋ以下
であることが好ましい。
【００１１】
　また、接触部の材料には、積層体および載置台の周囲の気体を多く含むように、空洞率
の高い材料を用いることが好ましい。このような材料として、繊維材料やセラミックスを
接触部に用いることができる。
　例えば、前記載置台の前記接触領域と接触する接触部は、ガラス繊維、ポリイミド繊維
、アラミド繊維等の繊維材料、ステアタイト（ＭｇＯ・ＳｉＯ２）、ジルコニア（ＺｒＯ

２）、コージライト（２ＭｇＯ・２ＡｌＯ３・５ＳｉＯ２）等のセラミックスから選ばれ
た一種、又は、それらの組合せからなることが好ましい。
　ステアタイト、ジルコニア、コージライト等のセラミックスを接触部に用いる場合、接
触領域との接触面に凹凸形状を設け、接触領域と接触部との間に隙間が空くようにするこ
とで、接触領域が積層体および載置台の周囲の気体と接触するため、接触領域と非接触領
域との熱履歴をほぼ等しくすることができる。
【００１２】
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　前記載置台の前記接触領域と接触する接触部の耐熱温度は、５５０℃以上であることが
好ましい。
　切り出したガラス基板を５５０℃以下の温度（例えば４００℃～５５０℃）で加熱する
ことで、ガラス基板中の結晶化度が高まり、ガラス基板の体積が小さくなる。この熱処理
工程を行ったガラス基板では、以後の処理において再びガラス基板を加熱した場合でも、
結晶化度が高まることでガラス基板の体積が小さくなる現象（熱収縮）が生じにくくなる
。
　接触部の耐熱温度を５５０℃以上とすることで、この熱処理工程において接触部が変形
・変質しないでその機能を保つことができる。
【００１３】
　前記熱処理工程において、前記接触部と熱伝導率が等しい被覆部材で前記非接触領域を
被覆することが好ましい。ここで「等しい」とは、一方と他方の比が０．９～１．１の範
囲内であることをいう。これにより、接触領域と非接触領域との熱履歴を等しくすること
ができる。
【発明の効果】
【００１４】
　上述のガラス基板の製造方法によれば、複数のガラス板の積層体に対する熱処理の際に
、積層体の外周面であって、載置台に接触する接触領域と、載置台に接触しない非接触領
域との熱履歴の差異を低減することができるので、同一のガラス基板内の熱収縮率のばら
つきを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態のガラス板の製造方法の流れを示すフローチャートである。
【図２】本実施形態で行なわれる熱処理においてガラス基板の積層体が載せられた載置台
を示す側面図である。
【図３】変形例１のガラス基板の積層体が載せられた載置台を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明のガラス基板の製造方法について詳細に説明する。
〔第１実施形態〕
　図１は、本実施形態のガラス板の製造方法の流れを示すフローチャートである。製造さ
れるガラス基板は、特に制限されないが、例えば縦寸法及び横寸法のそれぞれが５００ｍ
ｍ～３５００ｍｍであることが好ましい。ガラス基板の厚さは、０．１～１．１（ｍｍ）
の極めて薄い矩形形状の板であることが好ましい。
　まず、熔融されたガラスが、例えばフュージョン法あるいはフロート法等の公知の方法
により、所定の厚さの帯状ガラスであるシートガラスを成形する（ステップＳ１）。
【００１７】
　なお、シートガラスの成形後、シートガラスをその歪点よりも高く、かつ、徐冷点より
も低い温度で徐冷炉において徐冷する徐冷工程を含むことが好ましい。徐冷工程を行うこ
とにより、シートガラスの内部歪および反りを低減することができる。
【００１８】
　次に、成形されたシートガラスを所定の長さの素板であるガラス基板に採板する（ステ
ップＳ２）。採板により得られたガラス基板は、ガラス基板を保護するシート体と交互に
積層してガラス基板の積層体を作製する（ステップＳ３）。次に、このガラス基板の積層
体に対して熱処理を行なう（ステップＳ４）。このステップＳ３の処理およびステップＳ
４の処理が本実施形態のアニーリング工程である。アニーリング工程の詳細については後
述する。
【００１９】
　熱処理後のガラス基板は切断工程に搬送され、製品のサイズに切断され、ガラス基板が
得られる（ステップＳ５）。得られたガラス基板には、端面の研削、研磨およびコーナカ
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ットを含む端面加工が行われた後、ガラス基板は洗浄される（ステップＳ６）。洗浄され
たガラス基板はキズ、塵、汚れあるいは光学欠陥を含む傷が無いか、光学的検査が行われ
る（ステップＳ７）。検査により品質の適合したガラス基板は、ガラス基板を保護する紙
と交互に積層された積層体としてパレットに積載されて梱包される（ステップＳ８）。梱
包されたガラス基板は納入先業者に出荷される。
【００２０】
　本実施形態で製造されるガラス基板は、ディスプレイパネルに用いるガラス基板、例え
ば、液晶ディスプレイ用ガラス基板あるいは、有機ＥＬディスプレイ用のガラス基板とし
て好適である。さらに、本実施形態で製造されるガラス基板は、高精細ディスプレイに用
いるＬＴＰＳ（Low-temperature poly silicon）・ＴＦＴディスプレイ用ガラス基板、あ
るいは、酸化物半導体・ＴＦＴディスプレイ用のガラス基板として特に好適である。
【００２１】
　本実施形態のガラス基板は、熱収縮率は１０ｐｐｍ以下であることが、高精細なディス
プレイパネル用のガラス基板に用いられる点から好ましく、熱収縮率は６ｐｐｍ以下であ
ることがより好ましい。ガラス基板の歪は、９ kgf/cm2以下であることが反りを発生させ
ず、歪による光学特性の変化、例えば屈折率の変化を抑える点から好ましく、４ kgf/cm2

以下であることがより好ましい。歪の下限は特に制限されないが、実質的には２ kgf/cm2

である。
　ガラス基板の歪点は、高精細ディスプレイ用ガラス基板とするために、６００℃～７６
０℃であることが好ましく、６５５℃以上であることがより一層好ましい。例えば、歪点
は、６６１℃である。
【００２２】
　このようなガラス基板として、以下のガラス組成のガラス基板が例示される。つまり、
以下のガラス組成のガラス基板が製造されるように、熔融ガラスの原料が調合される。
ＳｉＯ2　５５～８０モル％、
Ａｌ2Ｏ3　８～２０モル％、
Ｂ2Ｏ3　０～１２モル％、
ＲＯ　０～１７モル％（ＲＯはＭｇＯ、ＣａＯ、ＳｒＯ及びＢａＯの合量)。
【００２３】
　ＳｉＯ2は６０～７５モル％、さらには、６３～７２モル％であることが、熱収縮率を
小さくするという観点から好ましい。
　ＲＯのうち、ＭｇＯが０～１０モル％、ＣａＯが０～１０モル％、ＳｒＯが０～１０％
、ＢａＯが０～１０％であることが好ましい。
【００２４】
　また、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｂ2Ｏ3、及びＲＯを少なくとも含み、モル比（（２×Ｓｉ
Ｏ2）＋Ａｌ2Ｏ3）／（（２×Ｂ2Ｏ3）＋ＲＯ）は４．５以上であるガラスであってもよ
い。また、ＭｇＯ、ＣａＯ、ＳｒＯ、及びＢａＯの少なくともいずれか含み、モル比（Ｂ
ａＯ＋ＳｒＯ）／ＲＯは０．１以上であることが好ましい。
【００２５】
　また、モル％表示のＢ2Ｏ3の含有率の２倍とモル％表示のＲＯの含有率の合計は、３０
モル％以下、好ましくは１０～３０モル％であることが好ましい。
　また、上記ガラス組成のガラス基板におけるアルカリ金属酸化物の含有率は、０モル％
以上０．４モル％以下であってもよい。
　また、ガラス中で価数変動する金属の酸化物（酸化スズ、酸化鉄）を合計で０．０５～
１．５モル％含み、Ａｓ２Ｏ３、Ｓｂ２Ｏ３及びＰｂＯを実質的に含まないということは
必須ではなく任意である。
【００２６】
〔アニーリング工程〕
　次に、アニーリング工程について詳細に説明する。まず、ステップＳ２で採板された複
数のガラス基板１１と複数のシート体１２とを交互に１枚ずつ積層してガラス基板の積層
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体１０を作製する（ステップＳ３）。
【００２７】
　図２は、本実施形態に係るガラス基板の積層体１０（以下、積層体１０という）が載置
される載置台２０を示す側面図である。ここで、図２の左側を載置台２０の前側、図２の
右側を載置台２０の後側とする。載置台２０には、積層体１０が積層方向をほぼ前後方向
として載置される。ここで、積層体１０の積層方向は前後方向と完全に一致している必要
はない。例えば、図２に示すように、ガラス基板１１を斜めに立てかける場合、積層方向
と前後方向とのなす角はガラス基板１１の上下方向とのなす角となる。
【００２８】
　積層体１０は、複数のガラス基板１１と、複数のシート体１２と、を有する。
　シート体１２は、ガラス基板１１同士の間に挟まれる。シート体１２は積層されるガラ
ス基板１１同士の密着を防ぐ役割を果たす。シート体１２には、積層体１０を熱処理する
際の温度に耐えうる耐熱性を有する材料を用いることができる。シート体１２は、ガラス
基板１１よりも高い熱伝導率を有することが好ましい。
　このようなシート体１２の材料として、例えば、カーボングラファイト、アルミナ繊維
、シリカ繊維、ガラス繊維、及び、多孔質セラミックスから選ばれた一種、又は、それら
の組合せを選択することができる。
【００２９】
　シート体１２の厚さは、ガラス基板１１の面内方向の熱伝導率を高めるために厚いこと
が好ましい。一方、積層体１０の体積を低減するためにシート体１２の厚さは薄いことが
好ましい。このため、シート体１２の厚さは、０．０２ｍｍ～３ｍｍ程度であることが好
ましい。シート体１２の面積は、ガラス基板１１同士の密着を防ぐ役割から、ガラス基板
１１と同程度またはそれ以上であることが好ましい。
【００３０】
　載置台２０は、基台部２１と、載置部２２と、等を備える。載置部２２および背面板２
３は、積層体１０と接触する接触部である。
　基台部２１は、例えば鋼鉄等の金属からなり、溶接等により一体に形成されている。
　基台２１は略長方形の板状であり、端面にフォークリフトの爪を挿入するための開口２
１ａが設けられている。
　載置部２２は基台２１の上部に固定されており、載置部２２の上部にガラス基板の積層
体１０が載せられる。ここで、載置部２２の上面は完全に水平である必要はない。例えば
、図２に示すように、ガラス基板１１を斜めに立てかける場合、ガラス基板１１の立てか
け角度に応じて載置部２２の上面を傾斜させておいてもよい。
【００３１】
　載置台２０は、図２に示すように、ガラス基板１１を立てかけるための背面板２３を備
えてもよい。背面板２３は略長方形の板状であり、基台２１の上部において、載置部２２
の後端に載置部２２とほぼ垂直に固定されている。背面板２３は載置部２２の上部に載せ
られる積層体１０の積層方向の後端部を支持する。ここで、背面板２３は完全に鉛直であ
る必要はない。例えば、図２に示すように、ガラス基板１１を斜めに立てかける場合、ガ
ラス基板１１の立てかけ角度に応じて背面板２３を傾斜させておいてもよい。
【００３２】
　積層体１０は載置台２０に載置された状態で熱処理を行う炉に搬入される。炉内では、
積層体１０および載置台２０は炉内の空気（積層体１０および載置台２０の雰囲気）が加
熱されることにより加熱される。この間、載置部２２および背面板２３は、積層体１０に
接触した状態にある。なお、図２において、積層体１０の下面が載置部２２に接触する接
触領域であり、積層体１０の後面が背面板２３に接触する接触領域である。積層体１０の
その他の面（前面、上面、および左右両側面）は非接触領域である。
　このため、炉内の空気の熱伝導率が載置台２０の熱伝導率と異なると、積層体１０の外
周面であって、載置台２０に接触する接触領域と、載置台２０に接触せずに炉内の空気に
接触する非接触領域とで熱履歴に差異が生じる。
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　そこで、本実施形態においては、接触領域と非接触領域との熱履歴が等しくなるように
調整する。
【００３３】
　具体的には、載置台２０の接触領域（載置部２２および背面板２３）と接触する接触部
の熱伝導率を、積層体１０および載置台２０の周囲の気体の熱伝導率に近い値に調整する
ことが好ましい。
　例えば、載置部２２および背面板２３の熱伝導率は、５Ｗ／ｍ・Ｋ以下であることが好
ましい。
【００３４】
　また、載置部２２および背面板２３の材料には、積層体１０および載置台２０の周囲の
気体を多く含むように、空洞率の高い材料を用いることが好ましい。このような材料とし
て、繊維系断熱材やセラミックスを接触部に用いることができる。
　例えば、載置部２２および背面板２３は、ガラス繊維（熱伝導率０．５５～０．７５Ｗ
／ｍ・Ｋ）、ポリイミド繊維（熱伝導率０．２８～０．３４Ｗ／ｍ・Ｋ）、アラミド繊維
（熱伝導率０．０５Ｗ／ｍ・Ｋ）等の繊維系断熱材、または、ステアタイト（ＭｇＯ・Ｓ
ｉＯ２、熱伝導率２Ｗ／ｍ・Ｋ）、ジルコニア（ＺｒＯ２、熱伝導率３Ｗ／ｍ・Ｋ）、コ
ージライト（２ＭｇＯ・２ＡｌＯ３・５ＳｉＯ２、熱伝導率４Ｗ／ｍ・Ｋ）等のセラミッ
クス（いずれも熱伝導率は２～４Ｗ／ｍ・Ｋ）から選ばれた一種、又は、それらの組合せ
からなることが好ましい。
　ステアタイト、ジルコニア、コージライト等のセラミックスを載置部２２又は背面板２
３に用いる場合、載置部２２又は背面板２３の接触領域との接触面に凹凸形状を設け、接
触領域と載置部２２又は背面板２３との間に隙間が空くようにすることで、接触領域が積
層体１０および載置台２０の周囲の気体と接触するため、接触領域と非接触領域との熱履
歴をほぼ等しくすることができる。
　載置部２２および背面板２３は同一の材質であってもよいし、異なる材質であってもよ
い。
【００３５】
　載置部２２および背面板２３の耐熱温度は、５５０℃以上であることが好ましい。
　切り出したガラス基板を歪点以下の温度、具体的には５５０℃以下の温度（例えば４０
０℃～５５０℃）で加熱することで、ガラス基板中の原子配列の結晶化度が高まり、ガラ
ス基板の体積が小さくなる。この熱処理工程を行ったガラス基板では、原子配列の結晶化
度が既に高められているため、以後の処理において再びガラス基板を加熱した場合でも、
さらにガラス基板の体積が小さくなる現象（熱収縮）が生じにくくなる。なお、５５０℃
よりも高い温度にガラス基板を加熱すると、徐冷工程においてある程度高まったガラスの
結晶化度が再び低下するため、５５０℃以下の温度で熱処理を行うことが好ましい。また
、ＬＴＰＳ、ＩＧＺＯから構成される半導体層をガラス基板１１に形成する温度は、４０
０℃～５５０℃であるため、この温度範囲である４００～５５０℃で熱処理を行うことに
より、この温度領域における熱収縮率を低減させることができる。
　載置部２２の耐熱温度を５５０℃以上とすることで、この熱処理工程において接触部が
変形・変質しないでその機能を保つことができる。
【００３６】
　次に、ステップＳ４の熱処理について説明する。
　ステップＳ３の処理で作製された積層体１０に対して、製造ラインから外れたオフライ
ンで熱処理が行われる（ステップＳ４）。この熱処理では、ガラス基板の積層体を所定の
温度の雰囲気下に所定時間放置することで、積層体１０をガラス基板１１の面内方向外側
から加熱することで、複数のガラス基板１１の熱収縮率を低下させる。
【００３７】
　具体的には、熱処理を行う炉に上記の積層体１０が載せられた載置台２０を搬入し、炉
内の空気を加熱して所定時間放置することによりガラス基板１１を面内方向外側から加熱
する。積層体１０をガラス基板１１の面内方向外側から加熱することで、複数のガラス基
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板１１間の熱分布を一様にすることができる。したがって、熱処理後の各ガラス基板１１
の熱収縮率のばらつきを低減することができる。
【００３８】
　また、熱処理を行う炉に上記の積層体１０が載せられた載置台２０を搬入し、炉内の空
気を加熱して所定時間放置することにより積層体１０の６面すべてを加熱する。積層体１
０の厚さが、例えば５００ｍｍ以下である場合、積層体１０の厚さ方向の両端に位置する
ガラス基板１１面から、積層体１０の厚さ方向の中央にあるガラス基板１１に向かって熱
がすぐに伝わる。積層体１０の周囲の熱伝導率の差を抑制し、積層体１０の周囲を均一に
加熱することにより、積層体１０の厚さが５００ｍｍ以下である場合には、積層体１０の
厚さ方向の両端に位置するガラス基板１１と、両端のガラス基板１１に挟まれた中央に位
置するガラス基板１１との熱履歴の差異を低減することができる。
【００３９】
　熱処理の温度は、４００℃～５５０℃の温度範囲であることが、熱収縮率を低減させる
点から好ましい。特に、シートガラスの成形後、徐冷を行うことによりガラス基板の内部
歪を除去している場合、ガラスの結晶化度がある程度高まっているため、４００℃～５５
０℃の温度範囲で熱処理を行うことで、内部歪が除去された状態を維持しながらガラスの
結晶化度をさらに高め、ガラスの体積を小さくし、熱処理後のガラス基板の熱収縮率を低
減することができる。
　熱処理の時間は、例えば室温から４００℃～５５０℃の温度範囲まで加熱するのに１～
２０時間、４００℃～５５０℃の温度範囲を維持する時間が１～１２０時間、４００℃～
５５０℃の温度範囲から室温まで冷却するのに４～８０時間である。４００℃～５５０℃
の温度範囲を維持する時間が１時間未満であると、熱収縮率が十分に低下せず、１２０時
間より長いと、熱収縮率は十分低減するが、ガラス基板１１の生産効率が低下する。
　なお、歪点はガラスの種類によって異なるが、ガラス基板１１は、熱収縮を小さくする
ために、歪点が高いガラス組成を有することが好ましく、例えばガラス基板１１のガラス
の歪点は、６００℃～７６０℃であることが好ましく、６５５℃以上であることがより一
層好ましい。例えば、歪点は、６６１℃である。歪点が低いガラス基板であっても、熱処
理することにより、歪点が高いガラス基板と同程度の熱収縮率を実現することができる。
この場合、熱処理温度の最低温度は、２００℃（＝６００℃―４００℃）以上である。
　ガラス基板の積層体が晒される高温の雰囲気は、特に制限されず、酸素含率が５～５０
％である雰囲気であってもよく、例えば空気からなる大気雰囲気であってもよい。
【００４０】
　このような熱処理により、ガラス基板１１の熱収縮率を０～１２ｐｐｍとすることがで
きる。ガラス基板１１の熱収縮率は、０～６ｐｐｍとすることが好ましく、０～３ｐｐｍ
とすることがより好ましい。このような熱収縮率が、ガラス基板のガラス組成と、熱処理
の温度と熱処理時間を調整することにより達成することができる。
【００４１】
　本実施形態では、熱処理工程において、積層体１０の外周面であって、載置台２０に接
触する接触領域と、載置台２０に接触しない非接触領域との熱履歴が等しくなるように調
整することで、接触領域と非接触領域との熱履歴の差異を低減することができる。このた
め、ガラス基板１１内の熱収縮率のばらつきを低減することができる。
【００４２】
　なお、積層体１０をガラス基板１１の面内方向外側から加熱するために、積層体１０の
積層方向の両端部（図２の前面側および後面側）に１対の断熱板１５ａ、１５ｂを配置し
、１対の断熱板１５ａ、１５ｂで積層体１０を積層方向に挟んだ状態で熱処理を行っても
よい。この場合においても、載置台２０に接触する接触領域（図２の下面）と、非接触領
域のうち断熱板１５ａ、１５ｂにより被覆される領域（図２の前面および後面）を除く領
域（図２の上面および左右両側面）との熱履歴が等しくなるように調整し、熱履歴の差異
を低減することができる。このため、ガラス基板１１内の熱収縮率のばらつきを低減する
ことができる。
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【００４３】
〔第２実施形態〕
　図３は第２実施形態に係るガラス基板の積層体１０が載置される載置台２０を示す側面
図である。第２実施形態では、積層体１０の載置台２０との非接触領域が、載置台２０の
接触部と熱伝導率が等しい被覆部材３０（被覆部材３１、３２を含む）で被覆されている
点が、第１実施形態と異なる。ここで、積層体１０の下面が載置部２２に接触する接触領
域であり、積層体１０の後面が背面板２３に接触する接触領域である。積層体１０のその
他の面（前面、上面、および左右両側面）は非接触領域である。
【００４４】
　被覆部材３０は、積層体１０の非接触領域（前面、上面、および左右両側面）を被覆す
るように設けられている。なお、図３では、積層体１０の前面を被覆部材３１が覆ってお
り、積層体１０の上面を被覆部材３２が覆っているが、積層体１０の図示されない左右両
側面もまた、同様の被覆部材により被覆されている。
　被覆部材３０には、載置台２０の載置部２２および背面板２３と同程度の熱伝導率を有
する材料が用いられる。被覆部材３０の熱伝導率は、５Ｗ／ｍ・Ｋ以下であることが好ま
しい。
【００４５】
　また、被覆部材３０の材料には、積層体１０および載置台２０の周囲の気体を多く含む
ように、空洞率の高い材料を用いることが好ましい。このような材料として、繊維材料や
セラミックスを接触部に用いることができる。
【００４６】
　例えば、被覆部材３０は、ガラス繊維、ポリイミド繊維、アラミド繊維等の繊維材料、
ステアタイト（ＭｇＯ・ＳｉＯ２）、ジルコニア（ＺｒＯ２）、コージライト（２ＭｇＯ
・２ＡｌＯ３・５ＳｉＯ２）等のセラミックスから選ばれた一種、又は、それらの組合せ
からなることが好ましい。
【００４７】
　ステアタイト、ジルコニア、コージライト等のセラミックスを載置台２０の載置部２２
および背面板２３とともに被覆部材３０に用いる場合、載置部２２および背面板２３の接
触領域との接触面に凹凸形状を設けるとともに、被覆部材３０の非接触領域との接触面に
凹凸形状を設けることが好ましい。これにより接触領域と載置部２２又は背面板２３との
間、非接触領域と被覆部材３０との間に隙間が空き、接触領域および非接触領域が積層体
１０および載置台２０の周囲の気体と同程度に接触するため、接触領域と非接触領域との
熱履歴をより等しくなるように調整することができる。
　被覆部材３０の材質は載置部２２および背面板２３の材質と同一であってもよいし、異
なる材質であってもよい。
【００４８】
　本実施形態においては、熱処理工程において、載置台２０の載置部２２および背面板２
３と同程度の熱伝導率を有する被覆材料３０により非接触領域を被覆することで、接触領
域と非接触領域との熱履歴が等しくなるように調整することができ、接触領域と非接触領
域との熱履歴の差異を低減することができる。このため、ガラス基板１１内の熱収縮率の
ばらつきを低減することができる。
【００４９】
　なお、本実施形態においても、第１実施形態と同様に、積層体１０をガラス基板１１の
面内方向外側から加熱するために、積層体１０の積層方向の両端部（図３の前面側および
後面側）に１対の断熱板１５ａ、１５ｂを配置し、１対の断熱板１５ａ、１５ｂで積層体
１０を積層方向に挟んだ状態で熱処理を行ってもよい。この場合においても、非接触領域
のうち、断熱板１５ａ、１５ｂにより被覆される領域（図３の前面および後面）を除く領
域（図３の上面および左右両側面）を被覆部材３０で被覆することで、接触領域と、非接
触領域のうち、断熱板により被覆される領域を除く領域（図３の上面および左右両側面）
との熱履歴が等しくなるように調整し、熱履歴の差異を低減することができる。このため
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、ガラス基板１１内の熱収縮率のばらつきを低減することができる。
【００５０】
　本実施形態で製造されるガラス基板は、フラットパネルディスプレイ用ガラス基板、例
えば、液晶ディスプレイ用ガラス基板あるいは、有機ＥＬディスプレイ用のガラス基板と
して好適である。さらに、本実施形態で製造されるガラス基板は、高精細ディスプレイに
用いるＬＴＰＳ（Low-temperature poly silicon）・ＴＦＴディスプレイ用ガラス基板、
あるいは、酸化物半導体・ＴＦＴディスプレイ用のガラス基板として特に好適である。
【００５１】
　本実施形態における熔融ガラスからシートガラスを成形する方法として、フロート法や
フュージョン法等が用いられる。フュージョン法（オーバーフロー・ダウンドロー法）に
おいて製造ライン上の徐冷装置を長くすることは困難である点から、本実施形態のガラス
基板のオフラインにおける熱処理を含むガラス基板の製造方法は、フュージョン法に適し
ている。
【００５２】
（実験例）
　下記ガラス組成を有するガラス基板をフュージョン法の１つであるオーバフロー・ダウ
ンドロー法により複数作製した。ガラス基板の歪点は６６０℃であった。
【００５３】
（ガラス組成）
ＳｉＯ2　６７．０モル％、
Ａｌ2Ｏ3　１０．６モル％、
Ｂ2Ｏ3　１１．０モル％、
ＲＯ　１１．４モル％（ＲＯはＭｇＯ、ＣａＯ、ＳｒＯ及びＢａＯの合量)。
【００５４】
〔アニーリング〕
　このガラス基板に対し、アニーリングを行った。ガラス基板とシート体とを交互に積層
して積層体を形成し、熱処理を行なった。
　熱処理は、雰囲気温度を５００℃とし、放置時間を８時間とした。
【００５５】
　実施例１～６、比較例１では、載置台の接触部（載置部および背面板）の材料を変えて
熱処理を行った。接触部の材質および熱伝導率は表１に示すとおりである。
　実施例７～１２、比較例２では、載置台の接触部の材料とともに、積層体の非接触領域
を被覆する被覆部材の材料を変えて熱処理を行った。
　接触部および被覆部材の材質および熱伝導率は表２に示すとおりである。
【００５６】
〔熱収縮率の測定〕
　熱処理前に所定のサイズの長方形にガラス基板を切りだし、長辺両端部にケガキ線を入
れ、短辺中央部で半分に切断し、２つのガラスサンプルを得る。このうちの一方のガラス
サンプルを、熱処理（昇温速度が１０℃／分、４５０℃で１時間放置）する。熱処理をし
ない他方のガラスサンプルの長さを計測する。さらに、熱処理したガラスサンプルと未処
理のガラスサンプルとをつき合わせてケガキ線のずれ量を、レーザ顕微鏡等で測定して、
ガラスサンプルの長さの差分を求めることでサンプルの熱収縮量を求めることができる。
この熱収縮量である差分と、熱処理前のガラスサンプルの長さを用いて、以下の式により
熱収縮率が求められる。このガラスサンプルの熱収縮率をガラス基板の熱収縮率とした。
　熱収縮率（ｐｐｍ）＝（差分）／（熱処理前のガラスサンプルの長さ）×１０６　
　結果を表１、表２に示す。
【００５７】
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【表１】

【００５８】
【表２】

【００５９】
　アニーリング前のガラス基板について熱収縮率を調べたところ、１８ｐｐｍであった。
　アニーリング後のガラス基板について熱収縮率を調べたところ、実施例１～１２では、
ガラス基板の接触領域の熱収縮率は７ｐｐｍ以下、ガラス基板の非接触領域の熱収縮率は
８ｐｐｍ以下であった。一方、比較例１では、ガラス基板の接触領域の熱収縮率は４ｐｐ
ｍ以下、ガラス基板の非接触領域の熱収縮率は２０ｐｐｍ、比較例２では、ガラス基板の
接触領域の熱収縮率は５ｐｐｍ、ガラス基板の非接触領域の熱収縮率は１８ｐｐｍであっ
た。
　このように、熱処理工程において、積層体の外周面であって、載置台に接触する接触領
域と、載置台に接触しない非接触領域との熱履歴が等しくなるように調整することで、接
触領域と非接触領域との熱履歴の差異を低減し、ガラス基板内の熱収縮率のばらつきを低
減することができる。
【００６０】
　以上、本発明のガラス基板の製造方法について詳細に説明したが、本発明は上記実施形
態及び実施例等に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変
更をしてもよいのはもちろんである。
【符号の説明】
【００６１】
１０　積層体
１１　ガラス基板
１２　シート体
２０　載置台
２１　基台部
２２　載置部
２３　背面板
３０、３１、３２　被覆部材
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